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本事業は、地域が主体となり、都内において取り組むプロジェクションマッピング事業及 

びドローンショー事業に対し、必要な助成金を交付することにより、訪都旅行者の誘致を促

進するとともに、新たな東京の魅力を創出し、国内外からの旅行者誘致の促進を図ることを

目的とします。 

 

 

 

 

（１）プロジェクションマッピング事業 

プロジェクター等を活用して都内の建造物等の立体物に対象の形状に合わせた映像を投

影する（プロジェクションマッピング）イベントであり、以下のとおりとします。 

※彫刻等の造形物及び樹木や河川等の自然物のうち、建造物と同程度の規模感を有する

もので立体構造を生かした事業も対象としますが、投光器や照明器具等で光を当てる

のみ（ライトアップ）の事業は対象外です。 

※建造物等における投影対象の形状（凹凸等の立体面を含む）に合わせた映像の投影（マ

ッピング）とは認められない事業は本助成金の対象外です。 

※日没後の夜間に実施するイベントを対象とし、日中の実施は対象外です。 

 

ア 新規事業 

この助成金の交付を受けて初めて行う事業又は過去に実施している事業に新たな内容

を加えて行う事業（「同一投影先且つテーマ等が過去に実施している内容に該当する

部分」や「単純な機材・コンテンツの更新」等は対象外）。 

※「過去に実施している事業に加える新たな内容」に該当するかご不明な場合は、ご

相談ください。 

    

イ 継続２年目事業     

新規事業について助成金の支払いを受け、かつ、引続き行う事業 

 

ウ 継続３年目事業     

継続２年目事業について助成金の支払いを受け、かつ、引続き行う事業 

 

 

（２）ドローンショー事業 

  複数のドローン（高輝度 LEDライトを搭載し、遠隔操作や自動操作で飛行する無人機）

を活用し、都内の公共空間等の会場で実施する（ドローンショー）イベントを指します。 

※日没後の夜間に実施するイベントを対象とし、日中の実施は対象外です。 

 

 

 

２ 助成対象事業 

１ 事業の目的 
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ア 新規事業 

この助成金の交付を受けて初めて行う事業又は過去に実施している事業に新たな内容

を加えて行う事業（「同一会場且つテーマが過去に実施している内容に該当する部

分」や「単純な機材・コンテンツの更新」等は対象外）。 

※「過去に実施している事業に加える新たな内容」に該当するかご不明な場合は、ご

相談ください。 

※ （１）プロジェクションマッピング事業と同様に次年度以降、継続事業につき本

助成金で支援を実施する予定です。 

 

※本事業は、交付決定日以降に事業を開始し、助成期間内に終了する事業が対象となりま

す。 

※事業の名称や実施主体を変更した場合や、予算を形式的に分割した場合であっても、実 

 施期間及び実施場所が同一であり、事業内容が一体的と認められるものについては、（１） 

 及び（２）の併用申請は認めません。 

 

 

 

（１）当財団の他の補助金等を一部財源とする事業 

   事業の名称や実施主体を変更した場合や、予算を形式的に分割した場合であっても、

実施期間及び実施場所が同一であり、事業内容が一体的と認められるものについて

は、当財団の他の補助金等（助成金を含む）の併用は認めません。 

例えば、本助成金の助成対象事業以外の内容（ライトアップ、イルミネーション等）

を、当財団が実施する他の補助金等を活用して実施する場合、仮に事業の名称や実施

主体を変更したり、予算を形式的に分割した場合であっても、本助成金の対象とはな

りません。 

 

（２）当財団以外の補助金（※）を一部財源とする事業 

   ※国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補

助金を一部財源とする事業をいいます。ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付

される運営費等の、特定の事業への使途を指定されていない補助金は除きます。 

   

（３）継続事業等を申請せずに実施する新規事業 

   継続事業の対象事業者が当該継続事業を実施せず、新規事業を新たに申請すること 

は原則できません。 

 

（４）宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業 

 

（５）その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団

（以下「財団」という。）が判断する事業 

 

 

３ 助成対象とならない事業 
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  区市町村※1、観光協会※2、商工会等※3、エリアマネジメント※4、民間事業者※5、その

他の法人※6、商店街等※7のうち、以下の（１）から（３）の全ての要件を満たす必要が

あります。また、民間事業者、その他法人は２者以上の複数の団体で共同実施するものを

対象とする。 

 

※1「区市町村」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に規定する特別地方公共 団

体である特別区及び普通地方公共団体である都内の市町村を指します。 

※2「観光協会」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする都内区市町村と

の連携の下に設立された団体を対象とします（法人格不問）。 

※3「商工会等」とは、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定する商工会及び商工会

連合会並びに商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に規定する商工会議所であって

都内に所在する団体を対象とします。 

※4「エリアマネジメント」とは、以下の要件をすべて満たす都内の団体をいう。 

・地域おいて、複数の企業・開発事業者などの民間等が組織する団体 

・地域の価値を維持・増進するための取組を主体的に行う団体 

・過年度において前項の活動の実績を有する団体 

・法人格を有する団体 

※5「民間事業者」とは、営利を目的とする私企業のことをいいます（法人格を有するもの

に限ります）。 

※6「その他の法人」とは、プロジェクションマッピングまたはドローンショーを活用した

まちづくりの推進を行う公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人又は

特定非営利活動法人である団体です。 

※7「商店街等」とは、以下に掲げる都内のものをいいます。 

 ① 商店街  

ア 商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）により設立された商店街振興組合  

イ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）により設立された事業協同組合  

※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または以下のウ

の（ア）から（エ）の事項に照らし、区市町村が商店街と認める事業協同組合と

し、業種別団体とみなされるものは対象外とします。  

ウ 次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの 

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して 

その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。  

(イ) 会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。  

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。 

 (エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。  

※「会則等」＝会則又は規約、役員名簿、24 箇月分の決算書及び関係帳簿 

 ② 商店街の連合会  

４ 助成対象者 
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ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会  

イ 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会  

ウ 上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会  

※宗教法人、社会福祉法人等は含まれません。 

※法人格を有しない団体（協議会・実行委員会等）は対象外となります。 

 

申請者種別 共同実施の要否 

区市町村、観光協会、商工会等、

エリアマネジメント、商店街等 

不要 

 

民間事業者、その他の法人 必要 

→申請者（１者）に加え、共同実施者（1 者以上）

を決めてから申請してください。 

 

【「複数の団体で共同実施」について】 

民間事業者又はその他の法人が申請者となる場合は、共同実施者が必要です。 

 

■共同実施の目的 

・実施地域の事情に精通した団体と連携することで、近隣とのトラブルを未然に防

ぎ、地域の理解を得ながら円滑な事業運営を実現するため。 

・複数の主体が対等な立場で協議をする中で、それぞれの知見やアイデアを出し合

い、合意形成することで、単一団体で実施する以上に魅力ある事業を創出するため。 

 

■共同実施者の要件 

以下の要件をすべて満たす団体であること。 

①実施地域の事情に精通し、地域との調整能力を有していること。 

②申請者と対等な立場で協議ができること。 

③申請時に規定した書類をすべて提出できること。 

・誓約書（共同実施者記入用）（第１号様式の２－２） 

・定款又は会則（規約）（写） 

・役員名簿（写） 

・会社/団体の概要が分かるもの（写） 

 

※申請者の実質的支配関係にある団体（親会社、子会社、共通の親会社の支配下にあ

るグループ会社、役員等を兼任している会社など）は、「対等な立場」とは認めら

れないため、原則として共同実施者にはなれません。 

※事業計画書（第 1 号様式別紙）の共同実施者欄については、事業の趣旨および共同

実施者に求める要件に基づき、以下の記入例を参照のうえ、具体的にご記入くださ

い。 

 

【記入例】事業計画書（第 1号様式別紙） 

４ 共同実施者（申請者が民間事業者、その他の法人の場合は記入必須） 

概要情報 名称 一般社団法人○○区観光協会 

業種 観光協会 

所在地 東京都○○区○○1-2-3 

連絡先 【担当者（部署/役職/氏名）】 

事務局長 東京 太郎 
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【電話番号】03-xxxx-xxxx 

【メールアドレス】example@tcvb.or.jp 

要件の確認 

（該当性を確認

のうえ両方に☑） 

☑実施地域の事情に精通し、地域との調整能力を有している

団体である。 

【そのようにいえる理由・実績等】 

〇〇区と連携し設立された、当該地域における観光振

興の中核を担う団体である。地域の年次イベント「〇〇

祭り」においては、事務局として 5 年以上、行政・警

察・住民等との調整業務を担っている。 

 

☑申請者の実質的支配関係にある団体ではなく、対等な立場

で協議ができる団体である。 

本事業におけ

る共同実施者

の具体的な役

割 

地域関係者との円滑な調整・合意形成に必要な情報や支援の

提供（例：当該地域でイベントを実施するにあたっての留意

事項の共有、近隣住民への周知・説明の支援等） 

 

 

 

 

（１）下記①～③の提出ができること。 

① 履歴事項全部証明書により、本店もしくは支店の所在が確認できること。組合等

の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録（助成事業申請等の議決）を提出でき

ること（観光協会のうち法人格を有しない者は除く。）。 

② 原則、税務署の受付印のある（電子申告の場合はメール詳細の添付で可。）直近の    

確定申告書（法人税申告書）の写し等を提出できること。ただし、特定非営利活動

法人で収益事業を行っていない場合は、所轄庁の受付印のある直近の事業報告書

（事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書（活動計算書）、役員名簿）の

写し等を提出できること。 

③ 原則、都内に本店もしくは支店がある団体については、都税事務所発行の「法人事

業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること。ただし、特定非営利活動法

人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」（免除申請して

いる場合も含む）を提出できること。 

 

（２）申請団体は、以下に掲げる事項をすべて満たすものとする。 

①同一の内容（助成対象経費）で財団が実施する他の助成事業に併願申請していない

こと。但し、他の助成事業においてすでに不採択の通知が出ている場合を除く。 

②事業税等を滞納していないこと（都税事務所との協議のもと、分納している期間中

も申請できません）。 

③ 東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 

④ 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令 

     による罰則の適用を受けていないこと（法人その他の団体にあっては代表者も含 

む）。 

mailto:example@tcvb.or.jp
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⑤ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）、会社更生法（平成 14年法律第 154号）又

は破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除

く。）、私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこ

と。 

⑥ 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、財団・国・  

        都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こして  

        いないこと。 

⑦ 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 

⑧ その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したものでないこと。 

 

（３）申請団体及び共同実施者は、以下を満たすものとする。 

①  暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「条例」と  

 いう。）第２条第２号に規定する暴力団をいう）でないこと。 

②  暴力団員（条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう）又は暴力団関係者 

（条例第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう）に該当する者がいないこと。 

 

 

 

（１）プロジェクションマッピング 

ア 新規事業 

   助成対象経費の３分の２以内（千円未満の端数は切捨て） 

イ 継続２年目事業 

助成対象経費の２分の１以内（千円未満の端数は切捨て） 

ウ 継続３年目事業 

助成対象経費の３分の１以内（千円未満の端数は切捨て） 

 

※地域が主体となって実施するプロジェクションマッピングイベントを継続的に支援す

ることにより訪都旅行者の誘致を促進するという本事業の目的に鑑み、購入した機材

を３年間（継続２年目事業の場合は２年間）に渡り継続して本助成金の事業に使用する

場合に限り、プロジェクションマッピング投影用プロジェクター及びレンズの購入費

も助成対象経費に含めることができる（但し、民間事業者は購入費を助成対象経費に含

めることができない）。なお、購入費分は助成率を５分の４以内に拡大する。 

 ※レンタルの場合及びプロジェクターに付随するレンズ以外の部品等の購入費は上記 

ア～ウの助成率が適用される（助成率５分の４以内とはならない）。 

 

 

（２）ドローンショー 

  ア 新規事業 

   助成対象経費の３分の２以内（千円未満の端数は切捨て） 

 

※地域が主体となって実施するドローンショーイベントを継続的に支援することにより

５ 助成率 
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訪都旅行者の誘致を促進するという本事業の目的に鑑み、購入した機材を３年間に渡り

継続して本助成金の事業に使用する場合に限り、ドローン機体の購入費も助成対象経費

に含めることができる（但し、民間事業者は購入費を助成対象経費に含めることができ

ない）。なお、購入費分の助成率は上記同様に３分の２以内とする。 

 

 

 

（１）プロジェクションマッピング 

ア 新規事業 

１事業 ２,５００万円 

イ 継続２年目事業 

1事業 ２,０００万円 

ウ 継続３年目事業 

1事業 １,５００万円 

※プロジェクションマッピング投影用プロジェクター及びレンズ購入費に係る助成率５

分の４以内の助成限度額は以下のとおり。 

 新規事業：１,０００万円 

継続２年目事業：７５０万円 

継続３年目事業：５００万円 

※購入金額が上記の助成限度額を上回った金額は「５ 助成率」に記載されているア～

ウの助成率が適用される（助成率５分の４以内とはならない）。 

 

（２）ドローンショー 

 ア 新規事業 

１事業 ２,５００万円 

 

 

 

 

 各申請回の交付決定の日から各助成対象期間終了日まで 

 ※上記期間内に契約、実施、支払いが完了する経費が助成対象となります。 

 ※各申請回の期間は「１１交付申請から助成金交付までの流れ」２（１）を参照ください。 

 

 

 

（１）プロジェクションマッピング 

 

区      分      摘    要 

①プロジェクションマッピングのコンテンツ 

制作費（デザイナー費用含む(注)） 

原則、委託料とする。 

(注)但し、自社のデザイナーを利用

する場合は対象外とする。 

６ 助成限度額 

７ 助成対象期間 

８ 助成対象経費 
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②プロジェクションマッピング用プロジェクター 

及びプロジェクターに付随するレンズ購入費  

※民間事業者は申請できません。 

本体及びレンズを購入する場合は、

本体の型番・付属品、レンズに関し

ては本体の対象商品であることが

確認できる資料を合わせて提出す

ること。 

レンタルの場合は③に含めて記載

すること（レンタルの場合は通常の

助成率とする）  

③機材・設備・備品等の賃貸料又は購入費 

※購入費については、民間事業者は申請できませ 

ん。 

日用品類等を除く。 

(注)プロジェクションマッピングに

レーザーやスモーク、その他の演出

を追加で実施するなど、プロジェク

ションマッピングの効果を高める

ための取組に係る費用はこちらの

区分で申請すること。 

④会場設営及び運営の委託に要する経費 警備等も含む。 

実施に際して事前に現地調査を行

う場合の費用も含む。 

⑤会場の使用に係る占用料又は賃貸料  

⑥事業周知に要する経費 経常的な経費（ホームページの更新

等）は除く。 

⑦賠償責任・傷害保険等に係る経費 プロジェクションマッピング実施

にあたっての参加者に対する賠償

責任・傷害保険等 

⑧付随イベントの経費 

（プロジェクションマッピングの経費とは分けて

記載すること） 

①～⑦⑨の経費の中で付随イベン

トに係る経費（出演料等） 

 

⑨その他諸経費 事業実施に直接必要なものに限る

ものとし、且つ審査により認められ

たもののみを交付対象とする。（内

訳の明記が必要となる。） 

 

 

（２）ドローンショー 

 

区      分      摘    要 

①ドローンショーのコンテンツ制作費 

（ディレクター、アニメーター、プログラマー等の

コンテンツ制作スタッフの費用を含む(注)） 

原則、委託料とする。 

(注)但し、自社の制作スタッフを利

用する場合は対象外とする。 

②機材・設備・備品等の賃貸料・購入費 

※購入費については、民間事業者は申請できませ 

音響・照明等の演出関連、バッテリ

ー、発電機、民間事業者以外のドロ
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ん。 ーン機体購入費を含む。 

日用品類等を除く。 

(注)ドローンに花火やその他の演

出物を搭載して実施する演出など、

ドローンショーの効果を高めるた

めの取組に係る費用はこちらの区

分で申請すること。 

③会場設営及び運営の委託に要する経費 

（ディレクター、オペレーター（パイロット）、及

び安全管理を行う補助員、警備等のオペレーション

スタッフの費用を含む(注)） 

実施に際して事前に現地調査を行

う場合の費用も含む。 

(注)但し、自社のオペレーションス

タッフを利用する場合は対象外と

する。 

④会場の使用に係る占用料又は賃貸料  

⑤事業周知に要する経費 

 

 

経常的な経費（ホームページの更新

等）は除く。 

⑥賠償責任・傷害保険等に係る経費 ドローンショー実施にあたっての

参加者、物品に対する賠償責任・傷

害保険等 

⑦付随イベントの経費 

（ドローンショーの経費とは分けて記載すること） 

①～⑥⑧の経費の中で付随イベン

トに係る経費（出演料等） 

 

⑧その他諸経費 事業実施に直接必要なものに限る

ものとし、且つ審査により認められ

たもののみを交付対象とする。（内

訳の明記が必要となる。） 

 

※ 付随イベントとは、プロジェクションマッピングまたはドローンショーと併催（※１）

して周辺の更なる賑わい創出および回遊性向上を図るイベントをさす。 

 （※１）併催とはプロジェクションマッピングまたはドローンショーのイベント実施期間

中に開催する場合を指します。 

※ 付随イベントに係る経費も助成対象とする。但しその際は各区分の経費をプロジェクシ

ョンマッピングまたはドローンショーと付随イベントで分けて記載すること。また、付

随イベント経費は助成対象経費の４分の１以内とする。 

※「事業周知に要する経費」の助成金額は、助成対象経費の１割以内とする。 

※ 1件あたり 100万円以上(税込)の発注をする場合には、原則３社以上の複数業者からの

見積書を徴し、最も低い価格を提示した業者を選定すること。 

※ 事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることにより収益（※１）が生ずる場合は、

助成金の額から収益相当額を控除する。 

（※１）自主財源分を超えた収入が、控除対象となります。  
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(1) 「８ 助成対象経費」に記載のない経費 

   〈助成対象外経費の例〉 

区      分 摘    要 

土地・建物・施設取得費 土地・建物・施設の取得、貸借、造成

及び補償に係る経費 

助成事業者の人件費  

施設設備等の維持管理に係る経費 固定費、経常的経費 

動産の保険、イベント中止保険等、来訪者以外に

関する保険 

イベント中止に伴い発生する出演料

や会場のキャンセル料等 

金券等購入費  

消耗品の購入  

租税公課 消費税等 

その他助成事業に直接関係しない経費 儀礼的経費、振込手数料、使用実績の

ないもの等 

 

(2) 契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経

費 

(3) 事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 

(4) 見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 

(5) 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区

分できない経費 

(6) 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

(7) 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費（原則は振込払い。） 

(8) 汎用性があり、目的外使用になり得るもの 

(9) 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 

(10) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

(11) その他対象外と認められる経費 

 

【その他注意点】 

〇ポイントカードの使用について  

物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。 

やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて

報告すること。この際、原則、１ポイント１円換算として助成対象経費から除外する。 

※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする。  

９ 助成対象外経費 
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○契約・購入先の制限 

原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員等

（これに準ずる者を含む）又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経

営する会社等）との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為等

も同様とします。 

 ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含みます。 

○収入の適切な管理、申告について  

収入（入場料、協賛金、寄付金等、当該事業に係る一切のもの）については、経理上の

帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること。 

 

 

 

助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たす必要があります。 

 

（１）プロジェクションマッピング 

 

ア プロジェクションマッピングの実施について地元等との調整が取れていること（又は 

取れる見込みであること）。 

 ※区市町村の長からの推薦書の提出が必要（区市町村が申請する場合は不要）。 

イ プロジェクションマッピングの実施について事業に必要な許認可を得る見込みがある

こと又は得ていること（届出等も含む。）。 

ウ プロジェクションマッピングの実施について東京都屋外広告物条例（昭和 24 年 8 月 27

日条例第 100号）及び東京都景観条例（平成 18年 10月 12日条例第 136号）を遵守す

るとともに、関係する行政機関等と事前の調整等を図ること。 

  なお、プロジェクションマッピングに演出を加える際に、別途関係規定の確認・遵守、

及び関係する行政機関等と事前の調整等が必要となる場合は適宜対応すること。 

エ プロジェクションマッピングの実施について、当該実施場所の占用にあたり、都又は区

市町村等の共催又は後援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること（又は

取れる見込みであること）。 

オ プロジェクションマッピングの投影内容・方法等において、デザイナー（映像デザイナ

ー、モーションデザイナー等）を活用すること。 

【当事業における、デザイナーの定義】  

●過去に、プロジェクションマッピングデザイン計画の策定、コンサルティング、デザ

インアウトプット作成、投影機材選定等の投影に係る業務のうち「デザイン」に係る

専門知識を有し、それらデザイナーとしての業務実績を有するものをいう。  

●投影に係る業務を行っていても、工事施工のみや上記で規定するデザイン業務を行

っていない者は対象となりません。 

カ 来場者数の計測は必須とし、他経済波及効果やアンケート調査等により、プロジェクシ

ョンマッピングの効果測定を行い、その結果を財団へ報告すること（ただし、効果測定

の経費は助成対象外、測定方法は問わない）。 

キ ５年以上の継続的なプロジェクションマッピングの実施及び地域貢献に努めること。 

１０ 申請要件 
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ク プロジェクションマッピングのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害す 

るものでないこと。 

ケ 安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと。 

コ 実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること（プラスチックゴミの削減や 

リサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等）。 

サ 関係法令に違反する内容を含む事業でないこと。 

シ 高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組への配

慮をすること。 

 

(２)ドローンショー 

 

ア ドローンショーの実施について、地元等との調整が取れていること（又は取れる見込み

であること）。 

 ※区市町村の長からの推薦書の提出が必要（区市町村が申請する場合は不要）。 

イ ドローンショーの実施について、事業に許認可を得る見込みがあること又は得ているこ

と（届出等も含む。）。 

ウ ドローンショーの実施について東京都屋外広告物条例（昭和 24年 8月 27日条例第 100

号）及び東京都景観条例（平成 18年 10月 12日条例第 136号）及び以下の関係規定に

該当するか確認・遵守するとともに、関係する行政機関等と事前の調整等を図ること。 

 ・「航空法」 

 ・「小型無人機等飛行禁止法」 

 ・「個人情報保護法、軽犯罪法」 

 ・「重要文化財保護法」 

 ・「河川法」 

 ・「東京都立公園条例」 

 ・「東京都港湾管理条例」 

なお、プロジェクションマッピング/ドローンショーに演出を加えるに際して、別途関 

係規定の確認・遵守、及び関係する行政機関等と事前の調整等が必要となる場合は適宜 

対応すること。 

エ ドローンショーの実施について、当該実施場所の占用にあたり、ドローンの飛行場所の

管理者への許諾の取得等が可能であること。 

オ ドローンショーの実施内容・方法等において、専門スタッフを活用すること。 

【当事業における、専門スタッフの定義】  

専門スタッフとは、ドローンショーの企画策定・準備・運営等の管理、コンテン 

ツ制作関連（アニメーション、プログラミング）、ドローン機材のオペレーション等の

業務に係る専門知識を有し、それらの業務実績を有するディレクター、アニメーター、

プログラマー、オペレーター等をいう。  

カ 来場者数の計測は必須とし、他経済波及効果やアンケート調査等により、ドローンショ

ーの効果測定を行い、その結果を財団へ報告すること（ただし、効果測定の経費は助成

対象外、測定方法は問わない）。 

キ ５年以上の継続的なドローンショーの実施及び地域貢献に努めること。 
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ク ドローンショーのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するものでない 

と。 

ケ ドローンの機体、運行管理、安全管理等の技術的措置及び人的措置について、ドローン 

飛行の各種規制をクリアした上で、安全性の高い機器の選定、及び実施場所の事前調

査・リハーサルを実施するなど安全面に配慮し、事故等のないよう管理を十分に行 

うこと。 

コ 実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること（プラスチックゴミの削減や 

リサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等）。 

サ 関係法令に違反する内容を含む事業でないこと。 

シ 高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組へ 

配慮をすること。 

 

 

 

１ 事務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交付申請 

(1) 募集スケジュール（予定） 

申請回 提出期限 一次審査 

（書類審査） 

二次審査 

（プレゼンテー

ション審査） 

結果通知 助成対象期間 

（交付決定日よ

り） 

第 1 回 令和８年 

5 月 29 日 

令和８年 

6 月頃 

令和８年 

7 月頃 

令和８年 

8 月頃 

令和９年  

3 月 31 日まで 

第 2 回 令和８年 

8 月 31 日 

令和８年  

9 月頃 

令和８年 

10 月頃 

令和８年 

11 月頃 

令和９年  

6 月 30 日まで 

１１ 交付申請から助成金交付までの流れ 

東
京
観
光
財
団 

助
成
対
象
者 

区
市
町
村 

①推薦書の受領 

（区市町村が申 

請する場合は 

不要） 

③交付決定 

④実績報告 

⑤完了検査・額の確定 

⑥支払請求 

⑦支  払 

・実施にあたっての調整 
・共催又は後援（占用許可等 
の取得のために必要な場合） 

②交付申請 
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第 3 回 令和８年 

11 月 30 日 

令和８年 

12 月頃 

令和９年 

１月頃 

令和９年 

２月頃 

令和９年  

9 月 30 日まで 

第 4 回 令和９年 

1 月 29 日 

令和９年 

2 月頃 

令和９年 

3 月頃 

令和９年 

4 月頃 

令和９年  

11 月 30 日まで 

 

※今年度の採択枠があらかじめ決まっています。予定の採択枠がなくなった場合は、第 2回

以降の募集及び審査会を実施しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

(2) 申請方法 

受付期間内に必要書類を「①書面の提出について」のとおり郵送してください。郵送

と併せて「②電子データによる提出について」のとおり電子データも同時にご提出く

ださい。 

 ［ 受 付 期 間 ］各申請回の提出期限まで（１７時必着） 

 ［ 留 意 点 ］・申請を行う観光協会、商工会等、民間事業者、その他の法人の方は、 

事前に事業を実施する場所が位置する区市町村の担当部署に相談し、

推薦書を受領してから申請を行ってください（区市町村が申請する場

合は、推薦書は不要です）。 

・事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に 

実施内容等について当該行政機関等と十分に調整を行ってください。 

 

① 書面の提出について 

 ［ 必 要 書 類 ］申請書類１９ ～２１頁「交付申請時必要書類一覧」（別紙１）のとおり 

［ 部 数 ］１部（原本） 

 ［ 提 出 方 法 ］・配達されたことが記録として残る「簡易書留」、「特定記録」等で次の宛

先まで送付してください。 

          ※受付は郵送のみとさせて頂きます。財団への持ち込みはできません

（各申請回の提出期限までに必着で送付すること）。 

          ・封筒には「プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金申請書在

中」と記載ください。 

   ［ 郵 送 提 出 先 ］ 

        〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 15階 

公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課 

プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金担当 

 

② 電子データによる提出について（書面の提出と同時にご提出ください） 

［ 必 要 書 類 ］書面の提出と同じ 

［ 部 数 ］１部 

[送付先アドレス] chiiki@tcvb.or.jp 

[留 意 点]・メールの件名を【プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金】と

し、後ろに「申請者名」を付してください。 
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       ・ 編集可能なファイル形式（Excel、Word形式）についてはそのまま送付し、

PDF 形式に変換しないでください。 

       ・実行形式ファイル（exe等）は、当財団のセキュリティ対策によりメール 

から自動的に削除される可能性がございますのでご注意下さい。 

       ・１つのメールに添付する資料の要領は 3MB以下とし、それ以上のサイズの

場合は、ファイル転送サービス等にて提出ください。 

       ・メールによる提出後、提出した旨を必ず電話で 26頁記載の問合せ先まで連 

        絡ください。 

③ 申請に係る書類は、財団のホームページからダウンロードできます。 

URL  https://www.tcvb.or.jp/jp/project/shinko/cat1151/index.html 

 

３ 助成対象の選定 

(1) 審査方法 

  申請書類に基づき一次審査（書類審査）、二次審査（プレゼンテーション審査）を行い、

助成対象者を決定します。 

・一次審査（書類審査） 

 応募があった事業については書類審査を行い、二次審査を実施する事業を選定しま

す。一次審査の結果は、応募いただいた全ての申請者にお知らせします。 

   ・二次審査（プレゼンテーション審査） 

     二次審査に進んだ申請者には、審査会においてプレゼンテーション（申請内容の説

明・質疑応答等）を行っていただきます。二次審査の後、採択事業を決定します。 

※審査会の開催方法（日時、実施方法（面会方式・リモート方式等））は、一次審査の

結果通知時に併せてお知らせします。 

 

(2) 審査の視点 

 ア プロジェクションマッピング 

 

審査項目 内容 

１ 資格審査 申請要件を満たしているか等 

２ 実施内容 プロジェクションマッピングの実施内容が映像等を含め、質の高い内

容となっており、集客や景観（夜景）の向上に資するか。 

３ 事業調整・取組 ・関連団体との事前調整は十分か。 

・経費に対して、プロジェクションマッピングの実施規模（期間・実

施場所（広さ等））は十分か。 

・プロジェクションマッピングの実施場所が公園、道路等の公共空間

等、誰もが参加できる場所であるか。 

・プロジェクションマッピング実施の周知を行う等集客に向けた積 

極的な取組が想定されているか。 

・地域内の周遊促進（連携イベントの実施等）等、広く観光振興に資

する取組となっているか。 

４ 経費の妥当性 ・経費の使い方が適切か（申請経費の一部に過大又は過小な経費配分

が見られないか。）。 

５ 継続可能性 次年度以降の継続性は十分に見込める内容か。 

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/shinko/cat1151/index.html
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 イ ドローンショー 

 

  ※その他、都内の地域的な偏りがないか等を鑑み、助成対象者を決定します。 

 

(3)審査スケジュール 

一次審査（書類審査）・二次審査（プレゼンテーション審査） 

   各申請回の審査スケジュールをご参照ください。 

    ※一次審査を通過され、二次審査に進む方には、一次審査の結果をお伝えする際に、二

次審査の日時・場所・実施方法等の詳細をご連絡します。 

 

４ 審査結果及び交付決定 

 (1) 申請内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、交付決定通知書により通知 

します。なお、交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。 

  (2) 審査内容については公表しません。また、審査結果の通知については各申請回の審査

スケジュールに記載の通り予定しています。なお、異議の申し立ては認めません。 

 (3) 交付決定額は助成金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を受け、

助成金の額を確定します。 

 (4) 助成金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

 

５ 事業実施 

審査項目 内容 

１ 資格審査 申請要件を満たしているか等 

２ 実施内容 ドローンショーの実施内容が質の高い内容となっており、集客や景観

（夜景）の向上に資するか。 

３ 事業調整・取組 ・ドローンショーの企画・準備・運営に対して、専門スタッフ・安全

管理を行う補助員等の適切な人員体制を整えているか。 

・関連団体との事前調整は十分か。 

・経費に対して、ドローンショーの実施規模（期間・実施場所（広さ

等））は十分か。 

・ドローンショーの実施場所が公園、海岸等の公共空間等、誰もが参

加できる場所であるか。 

・ドローンショー実施の周知を行う等集客に向けた積極的な取組が 

想定されているか。 

・地域内の周遊促進（連携イベントの実施等）等、広く観光振興に資

する取組となっているか。 

４ 安全性 ・ドローンの機体、運行管理、安全管理などの技術面について、ドロ

ーン飛行の各種規制をクリアし、安全面に配慮した計画が組まれてい

るか。 

・ドローン飛行における事故又は重大インシデントの発生時につい

て、法規制に則った適切な対応が示されているか。 

５ 経費の妥当性 ・経費の使い方が適切か（申請経費の一部に過大又は過小な経費配分

が見られないか。）。 

６ 継続可能性 次年度以降の継続性は十分に見込める内容か。 
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  事業の開始は、交付決定日以降となります。助成事業に係る委託業務等の契約締結や備

品の購入等は、必ず交付決定日以降に行ってください。また、事業に要する経費の支払

いは、助成期間内に必ず完了してください（交付決定前に支出した経費及び助成期間

内に支払いが完了していない場合は、助成対象となりません。）。 

 

 (1) 契約について 

  ① 助成対象事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合、備品等の

購入を行う場合、工事を行う場合について、1 件あたり１００万円以上（税込）の

発注をする場合には、原則３社以上の複数業者から競争により業者選定を行ってく

ださい。この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿って必ず中立的な立

場から申請者自らが３社以上の見積書を取得してください。  

② 原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示し 

た業者を選定してください。 

競争価格の趣旨は、助成金が納税者の貴重な税金を原資としている事業であるこ

とから、適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入等、適正な事業実

施を求めるものとなります。この点を留意の上で申請、事業実施を行ってください。 

③ 以下【不正となる行為（例）】及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した不適切  

  な行為が判明した場合、助成金を交付できない場合（交付済みの場合は返還を求  

  める）場合があります。 

   【不正となる行為（例）】 

   ・受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得する等

し、見積書の数字を意図的に高額にする等、価格競争が実質的に働かない行為。 

   ・価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に１００万円未満の契約を

複数締結する、契約の小分け行為 等  

  ④ 選定した業者との契約は、交付決定後に締結してください。交付決定前に締結した 

場合、助成金は支払いできません。 

 

 (2) 経理について 

① 事業に要する経費については、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を口座

名義人とする預金口座にて管理し、帳簿、預金計算書、融資計算書等により出所を

明確にすること。 

② 支払方法は、金融機関、郵便局による振込払いを原則とする。契約業者への支払い

は、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を口座名義人とする預金口座から、

口座振込により行うこと。 

③ クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成 

対象となります。 

・利用日及び口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認で

きること 

・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと 

・助成事業者を構成する 団体本人のカード（法人の場合は法人カード）を使用した

支払いであること 
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・助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること 

・利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与された 

  ポイントもしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができる 

こと 

④ 現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となりま

す。 

・総額 10万円未満（税込）の支払いで、振込が困難な場合 

・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、

決済の確認ができること 

 

     (3) 支払い及び収入の確認について 

   実績報告において、見積書、契約書又は請書、仕様書、完了届又は納品書、請求書、

振込受領書 (振込先が明記された金融機関発行のもの)、預金通帳、勘定元帳、収入

実績がわかる帳簿、写真(事業の成果がわかるもの)等を確認します。関係書類を整理、

保管してください。 

 

(4) 助成事業遅延等の報告について 

   助成事業が助成対象期間内に完了できないと見込まれるとき又はその遂行が困難に

なったときは、速やかに助成事業遅延等報告書（第３号様式）を提出し、財団理事長

の指示を受けること。 

 

 (5) 計画変更等について 

 ① 助成事業の実施は、申請書に基づき、「交付決定通知書」により通知を受けた内容

のとおりに行ってください。原則、申請内容の変更はできません。 

ただし、以下のア又はイに該当する場合であって、やむを得ない理由があるとき

に限り変更を認めることがあります。内容・金額等に関わらず、変更の可能性が

生じた時点で、財団担当職員まで直ちにご連絡ください。 

なお、手続にあたっては、変更承認申請書（第４号様式）を提出の上、財団の承

認を受けることが必要です。 

承認を受けずに契約や支払いを行った場合は、助成対象となりません。 

    ア 助成事業の内容、実施期間の変更をしようとするとき。 

※実施期間の変更は、助成対象期間の範囲内での変更に限ります。 

イ 助成対象経費について、１区分につき 20％以上の額の変更をしようとすると

き。 

※助成対象経費の区分については、「８助成対象経費」のとおりです。 

※助成対象経費の総額が増額する場合であっても、交付決定額の増額は認めら

れません。 

   ② 助成事業者の名称、所在地、代表者を変更する場合は、財団理事長に届け出るこ

と。 

（変更後の履歴事項全部証明書等が必要となります。詳細はお問合せください）。 

 

(6) 助成事業の中止又は廃止 
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   助成事業中止又は廃止しようとするときは、事業の中止（廃止）承認申請書（第５号

様式）を提出し、財団理事長の承認を受けてください。 

  ※「助成事業の中止」とは、助成事業実施の一時的な中断を行うものの、助成対象期

間内に助成事業を再開し、かつ、助成対象期間内に助成事業を完了することをいい

ます。 

「助成事業の廃止」とは、助成事業の実施を完全に取り止め、再開しないことをい

います。 

廃止の承認を受けた場合は、実績報告書の提出を求める場合があります。 

 

６ 実績報告書の提出 

 (1) 事業が完了したときは、速やかに３１～３８頁の「実績報告時必要書類一覧（別紙

2）」に記載する書類を事業が完了した日から３０日以内に財団へ提出してください。 

  ※事業が完了した日とは、プロジェクションマッピングまたはドローンショーが終了

した日のことをいいます。 

(2) 実績報告に係る書類は、財団ホームページからダウンロードできます。 

  URL  https://www.tcvb.or.jp/jp/project/shinko/cat1151/index.html 

 

７ 完了検査 

  提出された実績報告書に基づき、必要に応じて、財団職員が申請書記載の住所又は財

団で指定の場所で実施します（現場確認、証拠書類の原本照合等）。訪問日は財団職員

から別途連絡いたします。 

 

８ 助成額の確定 

(1) 実績報告書の審査及び完了検査の結果、事業の成果が交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合していると認めたときに助成金の交付額を確定し、確定通知書（第８号

様式）により通知します。  

(2) 助成金の確定額は、事業に実際に要した経費のうち助成対象となる経費に所定の助

成率を乗じて得た額（千円未満の端数は切捨て）と交付決定額を比べ低い方の額とな

ります。 

 

９ 助成金の請求及び支払  

助成金の確定通知を受けた後、助成金請求書（第９号様式）を提出してください。助成

金は、請求書提出後に助成事業者が指定する金融機関に振り込まれます。 

 

 

 

１ 取得財産の管理  

(1) 助成事業で取得した財産については、事業完了後においても、善良な管理者としての

注意義務及び効果的な運用が義務付けられています。 

(2)取得財産のうち、機器、備品等の取扱いについては、管理規程、台帳等を作成すると

ともに、その管理状況を明確にしてください。  

(3) 取得財産のうち、取得価格又は効用の増加した価格が５０万円（税抜）以上のものを、

１２ その他留意事項 

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/shinko/cat1151/index.html
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耐用年数以内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し又は取り壊そうとするときは、事前に取得財産等処分承認申請書（第１０号

様式）を提出して、財団理事長の承認を受ける必要があります。 

 (4) (3)で財団理事長が承認をした場合は、別途財団が定める基準により、交付した助成

金の全部又は一部に相当する金額を納付していただく場合があります。 

 

２ 関係書類の保存及び検査 

(1) 助成事業に係る関係書類及び帳簿類を整理し、助成事業が完了した日の属する会計

年度の終了後５年間保存してください。 

(2) 財団が助成事業の運営及び経理等の状況について実地検査を行う場合、これに応じ

る必要があります。 

 

３ 事業効果の公表  

助成事業の効果について事業終了後も把握のうえ、公表に努めるとともに、財団理事長

が報告を求めた場合は、これに応じる必要があります。 

 

４ 助成金の交付決定の取消し・助成金の返還 

以下のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがありま

す。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金を返

還していただきます。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

(3) 助成金の交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使

用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団又は暴力団員等（東京都暴

力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等）に該当するに至ったとき。 

(4) 申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

(5) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定

に基づく命令に違反したとき。 

(6) その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき。 

 

５ 申請者情報の取り扱いについて 

  申請者情報は、当該事業の事務連絡や運営管理等のために使用します。以下により行政

機関へ提供する場合があります。 

  (1) 目的 

    ① 行政機関への事業報告 

  ② 行政機関からの各種事業案内等 

 (2) 項目 

  氏名、連絡先等、当該事業申請書に記載の内容 

 (3) 手段 

  電子データ、プリントアウトした用紙 
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１ 調査等への協力義務 

東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること。 

 

２ 写真の提供 

  事業の様子及び事業の目的の達成がわかる写真を、原則 JPG形式で、１０枚以上、提出

すること。また、プロジェクションマッピング投影またはドローンショーの模様がわか

る動画がある場合は、併せて提出すること。 

(1) 東京都及び財団の使用用途 

写真は、事業の事例等として、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する

場合があります。予めご了承ください。 

(2) 留意点の財団への伝達 

東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点等（例：版権を持

つ映画会社の承諾が必要等）、注意点があれば併せてお伝えください。 

 

３ 助成対象事業であることの公表 

ポスター・チラシ・看板・Webサイト等の広報物には、広報経費が当該助成金の助成対

象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが必要です。 

なお、当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表

すること（当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す

場合がある。）。また、任意で英語表記の広報物を作成する場合には、以下の文言を掲載

してください。 

 

【掲載文言】 

 

この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「プロジェクションマッピング等促進 

支援事業助成金」を活用して実施しています。 

（英語表記：This project is supported by the Projection Mapping / Drone Show  

Support Program provided by the Tokyo Metropolitan Government and  

the Tokyo Convention & Visitors Bureau.） 

  ※この文言は変更せず、そのまま掲載してください。 

 

 ＜文字の大きさ＞ 

広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとしてください。 

＜文字の大きさの基準＞ 

Ａ４判の場合、12ポイント以上を基準とし、紙のサイズに応じて字を大きく 

してください。 

（例：Ａ３判はＡ４判の２倍の大きさのため、字も２倍の大きさとする。）  

１３ 調査・広報等の義務 
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事業の継続を支援する目的から、当該年度に採択された企画案のうち、助成金の申請が

あり、審査会で継続することが有効と認められた事業については、２年目・３年目の支援

を受けることができます。 

 

（１） 助成金の額（１千円未満の端数は切り捨て）  

２年目：助成対象経費の２分の１以内 

３年目：助成対象経費の３分の１以内 

（２） 助成限度額 

 ２年目：２，０００万円 

 ３年目：１，５００万円 

 

※助成対象経費等の詳細は、令和９年度に改めてお知らせします。 

  

１４ ２年目・３年目の助成について 
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別紙１ 

プロジェクションマッピング 

 

【交付申請時必要書類一覧】 

【注記】 

 

・書類は、郵送及び電子メールにてデータを送付してください（26 頁参照）。 

・郵送する書類は、下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （実績報告書、実施結果報告書・・・の順で並べたものを１部提出）。 

・交付申請書、誓約書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要

ではない団体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可） 

してください。申請に必要な書類は漏れなくご準備ください。 

 ・下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （交付申請書、事業計画書・・・の順で並べたものを１部を提出。） 

・本ページを印刷の上、チェックリストとして活用し、必要書類とともに提出ください。 

 

交付申請書類（１部提出） 

 

区  分 留意事項等 区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

申請書に関する書類 

□ 交付申請書（第１号様式）  ○ ○ 

□ 事業計画書（第１号様式別

紙） 

 
○ ○ 

□ 事業費経費別明細  ○ ○ 

□ 企画書（任意様式） 

 

・テーマ、プロジェクションマッピ

ングの内容、集客方法、(SDGs の取

組)等を含め記載すること（二次審

査で使用） 

・過去に実施している内容を含む場

合は、既存部分と新規部分の比較表

を追加すること 

・申請団体と共同実施者、それぞれ

の役割分担と体制図を追加すること 

○ ○ 

□ デザイナーの詳細 担当、実績（実施場所・内容）等を

記載すること 
○ ○ 

□ 誓約書 

（交付申請者記入用） 

（第１号様式の２―１） 

 

 ○ 

□ 誓約書 ※共同実施者が存在する場合のみ  ○ 
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（共同実験者記入用） 

（第１号様式の２―２） 

□ 推薦書（第１号様式の３）   ○ 

事業実施に係る書類等 

□ 機材の設置・投影予定場所

の位置図 

企画書への掲載も可 
○ ○ 

□ 機材の設置・投影予定場所

の現状がわかる写真 

企画書への掲載も可 
○ ○ 

□ 仕様書（見積依頼書）

（写） 

・業者に見積りを依頼したもの。 

・原則、申請内容と同一であること。

また、具体的に数量等、内容が明確

であること 

○ ○ 

□ 見積書（写） 

 

・プロジェクションマッピング及び

付随イベントに係る経費のみを対象

とした見積書を提出すること 

・「税抜」金が分かるように記載す

ること 

・見積先の押印があること 

・１件 100 万円(税込)以上の発注と
なる場合は３社以上の見積書が必
要。100 万円未満の場合でも少な
くとも 1 社の見積書が必要 

○ ○ 

□ プロジェクター本体及び

レンズを購入する場合の 

機材に関する書類 

・本体の型番・付属品が分かる書類 

・レンズに関しては本体の対象商 

品であることが確認できる書類 

○ ○ 

□ プロジェクター本体及び

レンズを購入する場合の

購入条件に同意した書類 

（任意様式） 

P.7「５助成率」に記載された購入

に際しての条件に同意した旨を記

載すること（要押印） 
○ ○ 

□ 許認可証（写） ・事業計画の実施の為に法令上必要

な許可証（使用許可証、占用許可書

等） 

・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に

かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

・申請団体に実施会場の所有権がな

い場合は会場所有者の使用承諾書も

提出すること（任意様式）  

○ ○ 

□ 前回の実施内容における、

反省点や対策 

※継続事業のみ提出 

企画書への掲載も可 

 ○ ○ 
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（任意様式） 

 

添付書類（１部提出） 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

申請団体及び共同実施者に関する書類 ※申請者と共同実施者の両方の書類を提出すること。 

□ 定款又は会則（規約）

（写） 

最新のもの  
○ 

□ 役員名簿（写） 最新のもの  ○ 

□ 社歴書・団体概要 最新のもの 

会社概要、パンフレット等でも可 

 
  ○ 

申請団体関する書類 

□ 法人代表者印（法人実

印）の印鑑証明書（原

本） 

発行後３カ月以内のもの 

※観光協会である場合は不要 

※観光協会以外の法人格を持たない

団体の場合は、代表者の顔写真付き

の身分証明書の写し 

 ○ 

□ 履歴事項全部証明書（原

本） 
発行３か月以内のもの  ○ 

□ 当該年度の事業計画書

（写） 

総会資料等 
 〇 

□ 決算関係書類（貸借対照

表及び損益計算書（直近

２期分）等）（写）   

総会資料 
 〇 

□ 確定申告書（法人税）の写

し 

※税務署の印がある別表

１、２の写し 

・電子申告の場合は受信通知を添付 

・収益事業を行っていない団体は、

所轄庁の受付印のある直近の事業報

告書（事業報告書、財産目録、貸借

対照表、収支計算書、役員名簿等）

を提出 

 〇 

□ 

 

 

法人事業税及び法人都民

税の納税証明書（原本）※

都税事務所発行の直近の

もの 

・収益事業を行っていない団体は、

法人都民税の納税証明書を提出 
 ○ 

 

  

・交付申請書、誓約書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要では

ない団体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所にクリップ止め（ホッチキス止め不可）して、上

記の項目の順番に並べて提出してください。申請に必要な書類は漏れなくご準備ください。 
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別紙１ 

ドローンショー 

 

【交付申請時必要書類一覧】 

【注記】 

 

・書類は、郵送及び電子メールにてデータを送付してください（26 頁参照）。 

・郵送する書類は、下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （実績報告書、実施結果報告書・・・の順で並べたものを１部提出）。 

・交付申請書、誓約書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要

ではない団体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可） 

してください。申請に必要な書類は漏れなくご準備ください。 

 ・下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （交付申請書、事業計画書・・・の順で並べたものを１部を提出。） 

・本ページを印刷の上、チェックリストとして活用し、必要書類とともに提出ください。 

 

交付申請書類（１部提出） 

 

区  分 留意事項等 区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

申請書に関する書類 

□ 交付申請書（第１号様式）  ○ ○ 

□ 事業計画書（第１号様式別

紙） 

 
○ ○ 

□ 事業費経費別明細  ○ ○ 

□ 企画書（任意様式） 

 

・テーマ、ドローンショーの実施体

制、内容、集客方法、(SDGs の取

組)等を含め記載すること（二次審

査で使用） 

・過去に実施している内容を含む場

合は、既存部分と新規部分の比較表

を追加すること 

・申請団体と共同実施者、それぞれ

の役割分担と体制図を追加すること 

○ ○ 

□ 専門スタッフの詳細 担当、実績（実施場所・内容）等を

記載すること 
○ ○ 

□ ドローン事業実施の実績 ・実績（実施場所・内容）等を記載

すること 

・過去に（ドローンショーの委託事

業者が）実施した事業が国土交通省

〇 〇 
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の定める事故・重大インシデントに

該当する場合には、報告内容と再発

防止策を記載すること 

 

□ 誓約書 

（交付申請者記入用） 

（第１号様式の２―１） 

 

 ○ 

□ 誓約書 

（共同実験者記入用） 

（第１号様式の２―２） 

※共同実施者が存在する場合のみ 

 ○ 

□ 推薦書（第１号様式の３）   ○ 

事業実施に係る書類等 

□ 仕様書（見積依頼書）

（写） 

・業者に見積りを依頼したもの。 

・原則、申請内容と同一であること。

また、具体的に数量等、内容が明確

であること 

○ ○ 

□ 見積書（写） 

 

・ドローンショー及び付随イベント

に係る経費のみを対象とした見積書

を提出すること 

・「税抜」金が分かるように記載す

ること 

・見積先の押印があること 

・１件 100 万円(税込)以上の発注と
なる場合は３社以上の見積書が必
要。100 万円未満の場合でも少な
くとも 1 社の見積書が必要 

○ ○ 

□ ドローン機体を購入する

場合の機材に関する書類 

・本体の型番・付属品が分かる書類 

 
○ ○ 

□ ドローン機体を購入する

場合の購入条件に同意し

た書類（任意様式） 

P.4「５助成率」に記載された購

入に際しての条件に同意した旨を

記載すること（要押印） 

○ ○ 

□ 機体登録認証またはリモ

ート特定区域の届出（写） 

・機体登録番号が記載された書類 

（使用する機体個数分） 

・使用する機体の製造国やメーカ

ー、型番、安全性が記載された書

類 

・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に

かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

○ ○ 

□ 飛行許可承認申請（写） ・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に
○ ○ 
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かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

□ 飛行計画の通報の届出

（写） 

・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に

かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

○ ○ 

□ ドローン機体の製造メー

カーの同意書（任意様式） 

・万が一事故等が発生した場合に

は、原因究明や責任の所在確認に 

協力する旨を記載の上、メーカーか

ら同意書を得ること。 

・英語で同意書を取得した場合には

日本語訳を添えること。 

・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に

かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

○ ○ 

□ その他許認可証（写） ・事業計画の実施の為に法令上必要

な許可証（使用許可証、占用許可書

等、「10 申請要件 2 ドローンショ 

―」）を参照すること 

・申請後に取得する場合は実績報告

時に提出（未取得の場合は、取得に

かかる進捗について企画書へ記載す

ること） 

・申請団体に実施会場の所有権がな

い場合は会場所有者の使用承諾書も

提出すること（任意様式）  

○ ○ 

 

 

 

添付書類（１部提出） 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

申請者及び共同実施者に関する書類 ※申請者と共同実施者の両方の書類を提出すること。 

□ 定款又は会則（規約）

（写） 

最新のもの 
 ○ 

□ 役員名簿（写） 最新のもの  ○ 

□ 社歴書・団体概要 会社概要、パンフレット等でも可  ○ 
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申請団体に関する書類  

□ 法人代表者印（法人実

印）の印鑑証明書（原

本） 

発行後３カ月以内のもの 

※観光協会である場合は不要 

※観光協会以外の法人格を持たない

団体の場合は、代表者の顔写真付き

の身分証明書の写し 

 ○ 

□ 履歴事項全部証明書（原

本） 
発行３か月以内のもの  ○ 

□ 当該年度の事業計画書

（写） 

総会資料等 
 〇 

□ 決算関係書類（貸借対照

表及び損益計算書（直近

２期分）等）（写）   

総会資料 
 〇 

□ 確定申告書（法人税）の写

し 

※税務署の印がある別表

１、２の写し 

・電子申告の場合は受信通知を添付 

・収益事業を行っていない団体は、

所轄庁の受付印のある直近の事業報

告書（事業報告書、財産目録、貸借

対照表、収支計算書、役員名簿等）

を提出 

 〇 

□ 

 

 

法人事業税及び法人都民

税の納税証明書（原本）※

都税事務所発行の直近の

もの 

・収益事業を行っていない団体は、

法人都民税の納税証明書を提出 
 ○ 

 

 

 

 

別紙２ 

プロジェクションマッピング 

 

 

【実績報告時必要書類一覧】 

【注記】 

・書類は、郵送及び電子メールにてデータを送付してください（26 頁参照）。 

・郵送する書類は、下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （実績報告書、実施結果報告書・・・の順で並べたものを１部とし、３部を提出）。 

・実績報書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要ではない団

体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可） 

してください。実績報告に必要な書類は漏れなくご準備ください。 

・交付申請書、誓約書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要では

ない団体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所にクリップ止め（ホッチキス止め不可）して、上

記の項目の順番に並べて提出してください。申請に必要な書類は漏れなくご準備ください。 
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 ・完了検査時に原本との照合を行う場合があります。 

・本ページを印刷の上、チェックリストとして活用し、必要書類とともに提出ください。 

 

実績報告書類 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 実績報告書（第 7 号様式）  ○ ○ 

□ 実施結果報告書（第７号様

式別紙） 

 
○ ○ 

□ 事業費経費別明細 

 

・原則、交付決定通知書添付の経費

別明細の経費項目と同一であるこ

と 

・明細には、当事業に要した全ての

経費を記載すること。助成対象外

の経費についても、収入総額と支

出総額に基づき助成額を計算する

ことから、支払証拠書類の提出は

必要。 

※事業の実施に伴う収入の控除につ

いては６頁を参照 

○ ○ 

 

口座情報登録書類 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 助成金支払口座申請書  ○ ○ 

 

 

添付書類 

 １契約・支出関係書類       

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人

商店街等 

契約関係書類 
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□ 仕様書（見積依頼書）（写） 業者へ見積依頼をしたもの ○ ○ 

□ 見積書（写） ・プロジェクションマッピング及び

付随イベントに係る経費のみを対象

とした見積書を提出すること 

・「税抜」金が分かるように記載する

こと 

・見積先の押印があること 

・１件 100 万円(税込)以上の発注とな

る場合は３社以上の見積書が必要。100

万円未満の場合でも少なくとも 1社の

見積書が必要 

○ ○ 

□ 契約書又は請書（写） 

 

契約内容が仕様書に定めてあり、その

内容が確認できるもの 
○ ○ 

□ 納品書、完了届等（写） ・事業の完了がわかるもの 

・本事業の経費である事がわかる明

細（原則、「事業費経費別明細」と項

目、金額が合致すること） 

○ ○ 

□ 許可証・検査証（写）（必

要の場合） 

 
○ ○ 

□ 施工写真（原本） 

 

・施工前/施工中/施工後を撮影 

・撮影日を明確にするため、日付記

載の黒板等と一緒に撮影のこと 

○ ○ 

□ 作成、掲載したパンフレ

ット・チラシ等 

 
○ ○ 

□ 掲出したインターネット

広告がわかるもの 

掲出実績がわかる報告書、業務完了

届等 
○ ○ 

□ 実施内容がわかる写真 

（データ送付の際は JPEG

等） 

・投影の模様がわかる動画がある場 

合は、併せて提出すること 

（17 頁参照） 

〇 〇 

□ プロジェクションマッピ

ングの効果測定結果 

来場者数の計測は必須とする 

（経済波及効果やアンケート結果の

まとめ等） 

○ ○ 

支出関係書類 

□ 請求書（写）  ○ ○ 

□ 振込受領書等（写） 

 

以下の資料のいずれか 

①金融機関発行の振込受領書（振込

控も可） 

②インターネットバンキングによる

振込を証明できるもの等 

○ ○ 

□ 領収書（写）  ○ ○ 
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２ 帳簿類 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

支出・収入関係帳簿 

□ 

 

通帳等（写） 

 

以下の資料のいずれか 

① 普通預金通帳（写） 

（表紙、口座名義が印刷されているペ

ージ、支払該当部分の３種類） 

② 当座勘定照合表（支払該当部分） 

・資金移動が判別できるもの 

・定期預金の解約や金融機関から借入

した場合は、預金計算書、融資計算書

等の写しを含む 

・役員等から借入をした場合は、借用

書、役員会等議事録（借入に関するも

の）、役員等の個人口座の預金通帳、

口座振込受付書控等の写しを含む 

○ 

※左記又

は支払の

事実がわ

かる書類 

○ 

□ 現金出納簿（写） ※消耗品等を現金購入した場合 ○ ○ 

□ 勘定元帳（写） 収入・支出両方 ○ ○ 

□ 収入実績がわかる帳簿

等（任意様式） 

収入実績がない場合は、実績がない旨

を記載した書類を提出すること 

○ 

※左記又

は収入の

事実がわ

かる書類 

○ 

財産関係帳簿 

□ 

 

備品台帳（写） 

 

※プロジェクター等を購入した場合 

事業完了後に記帳したもの 
 ○ 

□ 

 

固定資産台帳（写） 

 

※プロジェクター等を購入した場合 

・事業完了後に記帳したもの 

・「耐用年数」「償却方法」「資産名

称」「簿価」「購入日」「使用開始日」

等の適正に固定資産を管理する上で必

要な事項を網羅するもの 

 

 
○ 

※「支出関係書類」については、確実に支払等がわかるように整理をしてください。 

（消耗品等を現金購入した場合等は、現金出納簿（写）） 

３ その他 
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区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 

 

その他必要に応じて提

出を依頼するもの 

 ○ 

 

○ 

 

※実績報告書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要ではない

団体は代表者の実印）を押印してください。 

  



- 35 - 

 

 

別紙２ 

ドローンショー 

 

 

【実績報告時必要書類一覧】 

【注記】 

・書類は、郵送及び電子メールにてデータを送付してください（26 頁参照）。 

・郵送する書類は、下記の項目の順番に並べて、部単位で提出してください 

  （実績報告書、実施結果報告書・・・の順で並べたものを１部とし、３部を提出）。 

・実績報書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要ではない団

体は代表者の実印）を押印してください。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可） 

してください。実績報告に必要な書類は漏れなくご準備ください。 

 ・完了検査時に原本との照合を行う場合があります。 

・本ページを印刷の上、チェックリストとして活用し、必要書類とともに提出ください。 

 

実績報告書類 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 実績報告書（第 7 号様式）  ○ ○ 

□ 実施結果報告書（第７号様

式別紙） 

 
○ ○ 

□ 事業費経費別明細 

 

・原則、交付決定通知書添付の経費

別明細の経費項目と同一であるこ

と 

・明細には、当事業に要した全ての

経費を記載すること。助成対象外

の経費についても、収入総額と支

出総額に基づき助成額を計算する

ことから、支払証拠書類の提出は

必要。 

※事業の実施に伴う収入の控除につ

いては６頁を参照 

○ ○ 

 

口座情報登録書類 

  区市町村 観光協会 
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区  分 留意事項等 商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 助成金支払口座申請書  ○ ○ 

 

 

添付書類 

 １契約・支出関係書類       

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

契約関係書類 

□ 仕様書（見積依頼書）（写） 業者へ見積依頼をしたもの ○ ○ 

□ 見積書（写） ・ドローンショー及び付随イベント

に係る経費のみを対象とした見積書

を提出すること 

・「税抜」金が分かるように記載する

こと 

・見積先の押印があること 

・１件 100 万円(税込)以上の発注とな

る場合は３社以上の見積書が必要。100

万円未満の場合でも少なくとも 1社の

見積書が必要 

○ ○ 

□ 契約書又は請書（写） 

 

契約内容が仕様書に定めてあり、その

内容が確認できるもの 
○ ○ 

□ 納品書、完了届等（写） ・事業の完了がわかるもの 

・本事業の経費である事がわかる明

細（原則、「事業費経費別明細」と項

目、金額が合致すること） 

○ ○ 

□ 機体登録認証またはリモ

ート特定区域の届出 

 
○ ○ 

□ 飛行許可承認申請  ○ ○ 

□ 飛行計画の通報の届出  ○ ○ 

□ 飛行日誌  ○ ○ 

□ 許可証・検査証（写） 他取得済みの書類 
○ ○ 
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□ 施工写真（原本） 

 

・施工前/施工中/施工後を撮影 

・撮影日を明確にするため、日付記

載の黒板等と一緒に撮影のこと 

○ ○ 

□ 作成、掲載したパンフレ

ット・チラシ等 

 
○ ○ 

□ 掲出したインターネット

広告がわかるもの 

掲出実績がわかる報告書、業務完了

届等 
○ ○ 

□ 実施内容がわかる写真 

（データ送付の際は JPEG

等） 

・投影の模様がわかる動画がある場 

合は、併せて提出すること 

（17 頁参照） 

〇 〇 

□ ドローンショーの効果

測定結果 

来場者数の計測は必須とする 

（経済波及効果やアンケート結果の

まとめ等） 

○ ○ 

支出関係書類 

□ 請求書（写）  ○ ○ 

□ 振込受領書等（写） 

 

以下の資料のいずれか 

①金融機関発行の振込受領書（振込

控も可） 

②インターネットバンキングによる

振込を証明できるもの等 

○ ○ 

□ 領収書（写）  ○ ○ 

 

２ 帳簿類 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

支出・収入関係帳簿 

□ 

 

通帳等（写） 

 

以下の資料のいずれか 

① 普通預金通帳（写） 

（表紙、口座名義が印刷されているペ

ージ、支払該当部分の３種類） 

② 当座勘定照合表（支払該当部分） 

・資金移動が判別できるもの 

・定期預金の解約や金融機関から借入

した場合は、預金計算書、融資計算書

等の写しを含む 

・役員等から借入をした場合は、借用

書、役員会等議事録（借入に関するも

○ 

※左記又

は支払の

事実がわ

かる書類 

○ 
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の）、役員等の個人口座の預金通帳、

口座振込受付書控等の写しを含む 

□ 現金出納簿（写） ※消耗品等を現金購入した場合 ○ ○ 

□ 勘定元帳（写） 収入・支出両方 ○ ○ 

□ 収入実績がわかる帳簿

等（任意様式） 

収入実績がない場合は、実績がない旨

を記載した書類を提出すること 

○ 

※左記又

は収入の

事実がわ

かる書類 

○ 

財産関係帳簿 

□ 

 

備品台帳（写） 

 

※ドローン機体等を購入した場合 

事業完了後に記帳したもの 
 ○ 

□ 

 

固定資産台帳（写） 

 

※ドローン機体を購入した場合 

・事業完了後に記帳したもの 

・「耐用年数」「償却方法」「資産名

称」「簿価」「購入日」「使用開始日」

等の適正に固定資産を管理する上で必

要な事項を網羅するもの 

 

 
○ 

※「支出関係書類」については、確実に支払等がわかるように整理をしてください。 

（消耗品等を現金購入した場合等は、現金出納簿（写）） 

３ その他 

 

区  分 

 

留意事項等 

区市町村 

観光協会 

商工会等 

民間事業者 

その他法人 

商店街等 

□ 

 

その他必要に応じて提

出を依頼するもの 

 ○ 

 

○ 

 

※実績報告書等、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要ではない

団体は代表者の実印）を押印してください。 

 

 

 

【問合せ】  

〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 15 階  

公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課  

TEL：03-5579-2682 E-mail：chiiki@tcvb.or.jp 


